
議案第１４２号 

 

   京丹後市久美浜総合交流販売施設の指定管理者の指定について 

 

 次のとおり、京丹後市久美浜総合交流販売施設の指定管理者の指定をしたいので、議会の議決を求める。 

 

  令和２年８月２８日提出 

 

京丹後市長 中 山  泰 

 

公の施設名 公の施設所在地 指定管理者 指定の期間 

京丹後市久美浜総合交流

販売施設 

京丹後市久美浜町浦明１７０９番地 京丹後市久美浜町浦明１７０９番地 

株式会社くみはま縣 

令和３年４月１日から 

令和８年３月３１日まで 

 

 

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、京丹後市久美浜総合交流販売施設の管理業務を行わせ

る指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものである。 
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年 月

（パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。）

　≪財源措置の状況≫ （単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入） (単位：千円)

○その他の計画(該当する場合のみ)

【議会基本条例第8条第1項関係】

議案の
件　名

議案第142号
京丹後市久美浜総合交流販売施設の指定管理者の指
定について

政策等
の区分

計画　・　事業　・　条例

その他（　 　　　　　　）
政策等の形成過程の説明資料

令和 2 9 　定例会

　≪政策等の概要≫ 　≪市民参加の状況≫

　京丹後市久美浜総合交流販売施設は、農林水産特産物の展示販売を通じ
て地場産品のブランド化を図るとともに、生産者と消費者の交流に資する
ことを目的として設置された施設である。株式会社くみはま縣は、本施設
の管理運営を行うために設立された第三セクターの会社であり、各種の取
り組みにより地域や地域農林水産業の振興に寄与してきた。現指定管理者
の指定期間が令和3年3月31日をもって満了することから、令和3年4月以
降の指定管理者を新たに指定するものであり、指定の期間は令和3年4月1
日から5年間とする。
　地方自治法第244条の2第3項の規定により株式会社くみはま縣を指定
管理者に指定するため、同法第244条の2第6項の規定により議会の議決
を求めるものである。

有　・　無

総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源

Ｒ3～Ｒ7年度
6,930

6,930

　≪将来にわたる効果及び経費の状況≫

　≪政策等の必要性≫ 　株式会社くみはま縣が指定管理者となることで、民間のノウハウ等を活
かした運営の効率化が図られ、農林水産物の幅広い提供やイベント等の実
施による施設利用者へのサービス向上等により、地域農林水産業の振興や
都市農村交流の促進につながると考えられる。
　指定管理料については、議決後、指定申請書で提案された額を基本とし
て協定により締結することとなる。

　京丹後市久美浜総合交流販売施設の管理・運営については、指定管理者
として大きな問題もなく、健全な運営・管理を行ってきた。本施設が設置
された目的の実現を強力に推進していくには、市・農協・民間事業者・地
元農家の有機的な協力が必要不可欠であり、市や農協が出資する(株)くみ
はま縣の役割は、今後、更に重要性を増す。
　そうした状況を踏まえ、令和3年度以降も引き続き株式会社くみはま縣
が指定管理者として管理することが、合理的かつ効率的である。

　≪提案に至るまでの経緯≫ 　≪総合計画等の整合≫

Ｒ2.6.8　　京丹後市公の施設の指定管理者選定等審査会

Ｒ2.8.11 　京丹後市公の施設の指定管理者選定等審査会
　　　　　  指定管理者の候補者として株式会社くみはま縣を選定

総合計画
基本計画 29 効率的・効果的な行財政運営

計画名称 特定農業基幹施設整備事業基本計画

　≪政策等の実施時期≫

有・無

策定年度 平成10年度

　指定管理者として指定する期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31
日までとする。

計画期間

担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称）

農林水産部 農業振興課

3 / 3


	議案第142号-01（議案書）京丹後市久美浜総合交流販売施設の指定管理者の指定について
	議案第142号-02（採点表）京丹後市久美浜総合交流販売施設の指定管理者の指定について
	議案第142号-03（政策形成過程）京丹後市久美浜総合交流販売施設の指定管理者の指定について



